
 

 

協議第４６号  

 

調整番号００７－０４「情報公開・個人情報保護」について 

 

現在の柏原羽曳野藤井寺消防組合の例により､情報公開･個人情報保護審査会

及び行政不服審査会の委員は､5 人以内で組織する。 

報酬は現在の柏原羽曳野藤井寺消防組合のとおりとする。 

資料 No.５ 



事務委託 補助金・交付金 事務委託 補助金・交付金 事務委託 補助金・交付金
消防で直接実施 その他 消防で直接実施 その他 消防で直接実施 その他

広域化時に統合 広域化時に再編 広域化時に廃止
広域化後に統合 広域化後に再編 広域化後に廃止

 

協議会決裁区分
項目番号 007大阪南消防広域化協議会　調整調書（案）

団体名 柏原羽曳野藤井寺消防組合 富田林市消防本部 河内長野市消防本部

専門部会 総務 作業部会 総務調整番号 調整項目007-04 情報公開・個人情報保護

(構成市町村) (柏原市・羽曳野市・藤井寺市） (富田林市・太子町・河南町・千早赤阪村) (河内長野市）
担当課

根拠法令等

総務課 消防総務課
・柏原羽曳野藤井寺消防組合情報公開・個人
情報保護審査会規則
・柏原羽曳野藤井寺消防組合行政不服審査
会条例

・富田林市情報公開・個人情報保護運営審議
会規則
・富田林市個人情報保護審査会規則
・富田林市行政不服審査会条例

・河内長野市情報公開・個人情報保護運営審
議会条例
・河内長野市情報公開・個人情報保護審査会
条例
・河内長野市行政不服審査会条例

消防総務課

協議会

なし。

令和4年度予算(千円) ー ー ー

実施方法

現 状

構成市の推薦によって選出している。 市で直接実施している。 市で直接実施している。

課 題

決定日専門部会 ➡令和5年5月25日（済）
幹事会 ➡

検討調整結果
現在の柏原羽曳野藤井寺消防組合の例により､情報公開･個人情報保護審査会及び行政不服審査会の委員は､5人以内で組織す
る。
報酬は現在の柏原羽曳野藤井寺消防組合のとおりとする。

広域化後の課題 なし。

調整区分 存続

備 考 (報酬)
日額　20,000円

作業部会
令和4年9月1日（済） ➡協

議
調
整
状
況

指
示
事
項

➡

運用



特別職の非常勤職員の報酬一覧

組合名称 管理者 副管理者 公平委員会委員長 公平委員会委員
監査委員(識見を
有する委員)

監査委員(議会選
出委員)

行政不服審査会委
員

情報公開・個人情
報保護審査会委員

執行機関の附属機関
の委員

柏原羽曳野藤井寺消防組合 月額　14,000円 月額　13,000円 年額　8,000円 月額　10,000円 月額　　2,000円 日額　20,000円 日額　　20,000円 日額　　7,000円

柏羽藤環境事業組合 月額　14,000円 月額　13,000円 年額　8,000円 月額　10,000円 月額　　2,000円 日額　20,000円 日額　　20,000円

藤井寺市柏原市学校給食組合 月額　14,000円 月額　13,000円 年額　8,000円 月額　10,000円 月額　　2,000円 日額　20,000円 日額　　 9,500円
教育委員会事務点検評価員
日額　9,500円

南河内環境事業組合 月額　16,000円 月額　15,000円 月額　2,000円 月額　10,000円 月額　　4,000円

枚方寝屋川消防消防組合 月額　18,000円 月額　17,000円 月額　5,500円 月額　5,000円 月額　10,000円 月額　　2,300円

守口市門真市消防組合 月額　16,000円 月額　14,500円 年額　30,000円 年額　25,000円 月額　10,000円 月額　　7,000円

泉州南消防組合 月額　15,000円 月額　14,000円 年額　21,000円 月額　18,000円 日額　　2,000円 日額10,500円 日額10,500円
常勤の職員の給与との権衡
を考慮し、予算の範囲内で
管理者が定める額

大東四條畷消防組合 月額　12,000円 月額　11,000円 日額　8,500円 日額　7,500円 月額　10,000円 月額　　1,000円

その他の特別職非常勤職員
月額50,000円以内で任命権者が別に定める額

その他の委員
日額9,500円

執行機関の附属機関としての審査会等の委員の報酬の額
審査会の委員長日額　8,500円　審査会の委員日額　7,500円


